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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　眼の光学的要素のための撮像システムにおいて、前記撮像システムが、
　少なくとも１つのコリメート入射光ビームで標的とされる光学的要素を照明するための
手段と、
　前記少なくとも１つのコリメート入射光ビームを分割するための手段であって、得られ
た分割ビームのうちの少なくとも２つが、前記光学的要素の光軸に対して異なる入射角を
有する、分割するための手段と、
　前記照明された光学的要素の少なくとも１つの表面から予め規定された角度において戻
る前記少なくとも２つの光ビームを少なくとも１つの検出器上に方向づけるための手段で
あって、前記少なくとも１つの検出器が、前記少なくとも２つの戻り光ビームの相対光特
性を測定し、前記少なくとも２つの戻り光ビームの前記測定された特性を使用して、前記
光学的要素の少なくとも１つのパラメータを計算するように適合される、方向づけるため
の手段と
を備え、前記方向づけるための手段は、テレセントリック光学システムを備える、撮像シ
ステム。
【請求項２】
　前記光学的要素を照明するための前記手段が、少なくとも１つの光源と、前記光学的要
素上の少なくとも１つの入射光ビームの入射方向を改変するための光学手段とを備える、
請求項１に記載のシステム。
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【請求項３】
　少なくとも１つの入射光ビームの方向を改変するための前記光学手段が、ビーム整形レ
ンズ、光学パワーをもつミラー、折畳みミラー、ビームスプリッター、またはプリズムの
うちの少なくとも１つを備える、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記戻り光ビームの方向を改変するための光学手段をさらに備え、前記光学手段は、ビ
ーム整形レンズ、光学パワーをもつミラー、折畳みミラー、ビームスプリッター、または
プリズムのうちの少なくとも１つを備える、請求項１～３のいずれかに記載のシステム。
【請求項５】
　前記検出器の連続的な測定間に、前記光学的要素上の少なくとも１つの入射光ビームの
少なくとも１つの特性を変更するための手段をさらに備える、請求項１～３のいずれかに
記載のシステム。
【請求項６】
　前記光学手段が、少なくとも１つの入射光ビームの方向を制御するようにさらに適合さ
れる、請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記検出器が、ＣＣＤ、ＣＭＯＳセンサ、写真プレート、チャネルプレートアレイ、ア
バランシェフォトダイオード、シンチレーション検出器、または光電子増倍管である、請
求項１～６のいずれかに記載のシステム。
【請求項８】
　前記戻り光のいずれかまたはすべてを合焦させるために、前記少なくとも１つの検出器
の位置を変更するための手段をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記照明光および／または前記戻り光の前記測定された特性が、空間的および時間的な
強度分布、位置、空間的および時間的な線形偏光および円形偏光、偏光度、位相、波長、
時間的および空間的なコヒーレンス、スペックル構造、散乱係数、ならびにｇ異方性ファ
クタのうちの少なくとも１つである、請求項１～８のいずれかに記載のシステム。
【請求項１０】
　第２の検出器をさらに備え、前記光学的要素の光軸に対して異なる平面上に前記第１の
検出器および前記第２の検出器が置かれ、または、前記光学的要素の光軸の平面上に前記
第１の検出器および前記第２の検出器が置かれる、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　照明するための前記手段が、前記光学的要素上での射影のための２つのビームを発生さ
せるように適合された十字線光源を備える、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　眼の光学的要素を撮像する方法において、前記方法が、
　少なくとも１つのコリメート入射光ビームで標的とされる光学的要素を照明するステッ
プと、
　前記少なくとも１つのコリメート入射光ビームを分割して、前記光学的要素の光軸に対
して異なる入射角を有する、少なくとも２つの分割ビームで前記光学的要素を照明するス
テップと、
　少なくとも１つのテレセントリック光学システムを使用して、前記照明された光学的要
素の少なくとも１つの表面から予め規定された角度において戻る前記少なくとも２つの光
ビームを少なくとも１つの検出器上に方向づけるステップと、
　前記少なくとも２つの戻り光ビームの相対光特性を測定するステップと、
　前記少なくとも２つを戻り光ビームの前記測定された特性を使用して、前記光学的要素
の少なくとも１つのパラメータを計算するステップと
を備える、方法。
【請求項１３】
　連続的な測定間に、前記光学的要素上の少なくとも１つの入射光ビームの少なくとも１
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つの特性を変更するステップをさらに備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　コンピュータプログラムコード手段を備えるコンピュータプログラムであって、前記コ
ンピュータプログラムコード手段が、コンピュータ上で前記プログラムが実行されたとき
に、請求項１２および１３のいずれかに記載の方法のすべてのステップを実行するように
適合される、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に記載する技術は、眼球のモデル化のために使用される光学的要素を撮像する
方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　眼球の処置は、角膜、水晶体または網膜など、眼の１つまたは複数の構造をしばしば修
正する。いくつかの処置は、眼の１つまたは複数の構造を除去することまたは交換するこ
と、あるいはインプラントを追加することを伴う。例えば、水晶体交換手術は、患者の既
存の水晶体を除去することと、それを新しい水晶体と交換することとを伴う。レーザー視
力矯正手術のようないくつかの処置は、患者の眼の既存の構造を除去するか、または交換
する、あるいはインプラントを眼に追加するのではなく既存の構造を再整形する。行われ
た修正のタイプ（例えば、除去か、交換か、挿入かまたは変更か）にかかわらず、眼の光
学性能は、眼の構造に行われた調整によって変更される。したがって、任意の眼の構造を
正確にモデリングするために、その眼の眼球パラメータを判断することが必要である。こ
れらのパラメータは、角膜、水晶体、網膜、または任意の他の対象構造のような、眼球構
造の形状、厚みおよび屈折率を含む。
【０００３】
　患者の眼の中の、曲率、または表面の形状、または要素の厚みなどのパラメータを測定
することは、従来から、超音波光コヒーレンストモグラフィ（ＯＣＴ）干渉システム、プ
ルキニエシステムまたはシャインプルーフシステムの変形形態を使用して行われる。
【０００４】
　典型的なシャインプルーフシステムにより、眼の前房の診断が容易になる。例えば、「
Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｎ　ｅｙｅ　ｕｓｉ
ｎｇ　ａ　Ｓｃｈｅｉｍｐｆｌｕｇ　ｃａｍｅｒａ　ａｎｄ　ａ　ｓｌｉｔ　ｌｉｇｈｔ
　ｐｒｏｊｅｃｔｏｒ　ｆｏｒ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｎｇ　ｓｌｉｔ　ｉｍａｇｅｓ
　ｏｆ　ａｎ　ｅｙｅ」と題する米国特許第６２８６９５８号には、一度に眼の経線を１
つのみ検査するように構成された古典的なシングルシャインプルーフシステムが開示され
る。
【０００５】
　「Ｄｕａｌ　Ｓｃｈｅｉｍｐｆｌｕｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅ
ｎｓｉｏｎａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ａｎ　Ｅｙｅ」と題する米国特許出願公開第
２００９／０１９００９３号は、角膜前面、角膜後面、虹彩前面および水晶体前面の３次
元表現を生成し表示するために、互いに直交して配置され、プラットフォーム上で回転可
能な回転型シャインプルーフカメラの対を備える。このシステムはデュアルシステムを提
供するが、２つの別個のカメラを使用して当該システムは実装され、角膜および水晶体の
２つの断面を同時に取得できるようにする可能性を提供することはできない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　これらのシステムの欠点は、単一のパスにおいて、器具を動かすまたは再配向する必要
なしには、眼の全ての関連パラメータを測定することができないことである。これらのシ
ステムは、ほとんどの状態では、瞳孔が開いた場合であっても、瞳孔、さらには水晶体の
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背面を拡げずに眼の水晶体の前方を測定することができない。このように拡げることが、
行われる任意の測定の精度に影響を及ぼすことが理解されよう。
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、撮像システムのいずれかの部分も動かすまたは再配向す
る必要なく、単一のパスにおいて、眼球のモデリングのために必要な眼の全ての関連パラ
メータの測定を可能にする、すなわち、個々の光学モデルをコンパイルするのに必要な眼
の光学パラメータを測定することを可能にする撮像システムを提供することである。本発
明のさらなる目的は、行われる測定の精度を改善することによって眼モデルの効率および
精度を高めることである。
【０００８】
・角膜の後方および前方の曲率
・水晶体の後方および前方の曲率
・角膜、眼房水、水晶体、硝子体液の屈折率
・角膜および水晶体の屈折率勾配
・角膜および水晶体の厚み
・前房深さ（眼房水の厚み）
を測定することが望ましい。
【０００９】
　現在のＯＣＴカメラおよびシャインプルーフカメラは、患者の眼の内部で表面の曲率お
よび厚みを測定する。しかしながら、これらの測定では、先行する光学表面の光学効果を
正確には修正しない。
【００１０】
　屈折率は、眼球のモデリングのために必要とされる中心的なパラメータである。全ての
従来技術は、患者による屈折率のばらつきを考慮しない。屈折率を分析することができな
かったことは、第１の光学表面（角膜）だけでなく、全ての測定のエラーにつながる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、眼の光学的要素のための撮像システムにおいて、当該撮像システムが、
　少なくとも１つの入射光ビームで標的光学的要素を照明するための手段と、
　照明された光学的要素の少なくとも１つの表面から戻る少なくとも２つの光ビームを検
出器に案内するための手段であって、検出器が、少なくとも２つの戻り光ビームの相対光
特性を測定し、少なくとも２つの戻り光ビームの測定された特性を使用して、光学的要素
の少なくとも１つのパラメータを計算するように適合される、案内するための手段と、
を備える、撮像システムを提供する。
【００１２】
　光学的要素は、マルチ要素またはマルチシステムとすることができる。光学的要素から
戻る光は、反射、散乱、屈折、蛍光、またはこれらの組合せによって戻ることができる。
【００１３】
　標的光学的要素を照明することのための手段は、好ましくは、少なくとも１つの光源と
、標的光学的要素上の少なくとも１つの入射光ビームの入射角の方向を変更するための光
学手段とを備える。
【００１４】
　本システムは、光源から射出された少なくとも１つの光ビームを分割するための手段を
さらに備えることができ、得られた分割ビームのうちの少なくとも２つは、標的光学的要
素の光軸に対して異なる入射角を有する。
【００１５】
　光学手段は、ビーム整形レンズ、光学パワーをもつミラー、折畳みミラー、ビームスプ
リッター、および／またはプリズムのうちの少なくとも１つまたは複数を備えることがで
きる。
【００１６】
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　本システムは、検出器の連続的な測定間に、標的光学的要素上の少なくとも１つの入射
光ビームの少なくとも１つの特性を変更するための手段をさらに備えることができる。こ
れらは、例えば、検出器の連続する測定の間に、標的光学的要素上の少なくとも１つの入
射光ビームの入射角の方向を変更するための手段を含むことができる。したがってこのシ
ステムを使用することにより、単一の眼の検査全体内の測定から測定までに、システムの
変更を行うことができる。単一の眼の検査は、１つまたは複数の測定を含むことができる
が、測定は、デバイスの状態がフリーズしている状態、すなわち、１つの特定の角度のビ
ーム角であり、次いで、検査の次の測定は角度を変更して行われる。単一の眼の検査は、
単一の測定からなることができ、何も変化しないが、依然としてでない眼のパラメータの
結果をもたらすことができる。また、他の検査は２つ以上の測定を行うことができ、本シ
ステムは、ビームの角度のようなパラメータを変更し、結果的に、眼のパラメータがもた
らされる。
【００１７】
　光源の相対光特性は、限定するものではないが、空間的および時間的な強度分布、位置
、空間的および時間的な線形偏光および円形偏光、偏光度、位相、波長、時間的および空
間的なコヒーレンス、スペックル構造、散乱係数、ならびにｇ異方性ファクタの特性のう
ちの少なくとも１つを含み得る。
【００１８】
　同様に、照明光および／または戻り光の測定された特性は、空間的および時間的な強度
分布、位置、空間的および時間的な線形偏光および円形偏光、偏光度、位相、波長、時間
的および空間的なコヒーレンス、スペックル構造、散乱係数、ならびにｇ異方性ファクタ
のうちの少なくとも１つを備える。
【００１９】
　光学デバイスは、少なくとも１つの入射光ビームの方向を制御するように適合された、
光学的要素の軸に対する光学的要素の照明の方向を変える手段を備えることができる。
【００２０】
　光学的要素の軸に対する光学的要素の照明の方向を変えるまたは制御するために、ミラ
ー、レンズ、プリズム、回折格子、および／またはコヒーレントファイババンドルを使用
することができる。
【００２１】
　光学的要素を照明する異なるビームを選択するための手段を提供することができる。そ
れにより、これは、限定するものではないが、フィルタホイールおよび／または空間光変
調器中でマスクを使用する大きい照明ビームのアポダイゼイション、時間および／または
空間制御を用いた様々なより小さい照明ビームの選択を含み得る。
【００２２】
　照明された光学的要素の少なくとも１つの表面から戻る少なくとも２つの光ビームを検
出器に案内するための手段は、少なくとも１つの光学構成要素を備えることができる。
【００２３】
　光学構成要素は、光学的要素の軸に対して特定の角度および位置において戻り光を受光
する、ミラー、レンズ、プリズム、回折格子、コヒーレントファイババンドルのうちの１
つまたは複数を備えることができる。
【００２４】
　戻り光ビームの相対光特性は、限定するものではないが、空間的および時間的な強度分
布、位置、空間的および時間的な線形偏光および円形偏光、偏光度、位相、波長、時間的
および空間的なコヒーレンス、スペックル構造、散乱係数、ならびにｇ異方性ファクタの
特性のうちの少なくとも１つを含み得る。
【００２５】
　そのまたは各光学構成要素は、少なくとも１つの入射光ビームの方向を制御するように
さらに適合すことができる。そのまたは各光学構成要素は、（１つまたは複数の）検出器
に戻り光を案内するために部分的に使用することができる。
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【００２６】
　好ましくは、検出器は、ＣＣＤ、ＣＭＯＳセンサ、人間の眼、写真プレート、チャネル
プレートアレイ、アバランシェフォトダイオード、シンチレーション検出器、または光電
子増倍管である。
【００２７】
　本システムは、戻り光の一部または全てを合焦させるために、検出器の位置を変更する
ための手段をさらに備えることができる。
【００２８】
　照明光および／または戻り光の測定された特性は、それ自体の特性内の単一のパラメー
タに限定されるものではない。特性は、空間的および時間的な強度分布、位置、空間的お
よび時間的な線形偏光および円形偏光、偏光度、位相、波長、時間的および空間的なコヒ
ーレンス、スペックル構造、散乱係数、ならびにｇ異方性ファクタのうちの少なくとも１
つを含み得、順次または同時に使用することができる。ただし、他の特性を使用してもよ
い。
【００２９】
　照明光および／または戻り光の測定された特性は、好ましくは、空間的および時間的な
強度分布、位置、空間的および時間的な線形偏光および円形偏光、偏光度、位相、波長、
時間的および空間的なコヒーレンス、スペックル構造、散乱係数、ならびにｇ異方性ファ
クタのうちの少なくとも１つを備える。
【００３０】
　本システムは、第２の検出器をさらに備えることができる。第１の検出器および第２の
検出器は、標的光学的要素の光軸に対して異なる平面上に配置することができる。ただし
、第１の検出器および第２の検出器は、標的光学的要素の光軸の平面上に配置してもよい
。
【００３１】
　シャインプルーフ条件を満たすように、任意の平面ロケーションおよび配向に２つ以上
の検出器を配置することができる。２つの検出器を、直行して配置してもよい。好ましく
は、照明するための手段は、光学的要素上での射影のための２つのビームを発生させるよ
うに適合された十字線光源を備える。
【００３２】
　本発明は、光学的要素を撮像する方法であって、
　少なくとも１つの入射光ビームで標的光学的要素を照明するステップと、
　照明された光学的要素の少なくとも１つの表面から戻る少なくとも２つの光ビームを検
出器に案内するステップと、
　少なくとも２つの戻り光ビームの相対光特性を測定するステップと、
　少なくとも２つを戻り光ビームの測定された特性を使用して、光学的要素の少なくとも
１つのパラメータを計算するステップと、
を備える、方法をさらに提供する。
【００３３】
　本方法は、入射光ビームの方向を制御するステップをさらに備えることができる。本方
法は、光学的要素の軸に対する光学的要素の照明の方向を変えるステップをさらに備える
ことができる。
【００３４】
　本方法は、戻り光の一部または全てを合焦させるために、検出器の位置を変更するステ
ップをさらに備えることができる。照明光および／または戻り光の特性は、空間的および
時間的な強度分布、位置、空間的および時間的な線形偏光および円形偏光、偏光度、位相
、波長、時間的および空間的なコヒーレンス、スペックル構造、散乱係数、ならびにｇ異
方性ファクタのうちの少なくとも１つを備える。
【００３５】
　本方法はまた、連続的な測定間に、標的光学的要素上の少なくとも１つの入射光ビーム
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の少なくとも１つの特性を変更するステップを備えることができる。
【００３６】
　ここで提供される本願発明は、レイトレーシングクリテリアを満たし、テレセントリッ
クイメージングによって眼の正確なモデルに切り離すことが可能なプローブビームの制御
を提供する。この目的を満たすために、同時に、あるいは可能な限りほぼ同時に、全ての
経線が取得される。１つの実施形態では、「同時に」とは１．０秒未満、好ましくは０．
５秒以下であると見なされる。
【００３７】
　また、本発明により、画像上の視軸のロケーションを、場合によってはレイトレーシン
グのための重要である固定ターゲットアイトラッキングを行うことによって判断すること
が可能になる。
【００３８】
　４０度未満の入射ビーム角度を提供することによって、瞳孔がより小さい時でさえ、
水晶体全体の画像を取得することができる。また、ビーム高さをこのように切断すること
により、追加のデータポイントがレイトレーシングを有効にすることを可能にする。
【００３９】
　正確に眼球の表面曲率、厚みおよび屈折率を導出するために、全ての光学器械に共通で
ある反復的レイトレーシング計算および再反復的レイトレーシング計算についても記載す
る。詳細には、これらの計算は、器具の光学設計と、検討中の表面に先行する眼の要素の
オプティクスとを考慮に入れる。
【００４０】
　上記の概念と以下でさらに詳述する追加の概念との全ての組合せは（そのような概念が
相互に矛盾しないという条件で）、ここで開示する本発明の主題の一部であるものと考え
られることを理解されたい。詳細には、本開示の最後に現れる特許請求された主題の全て
の組合せは、ここで開示する本発明の主題の一部であるものと考えられる。また、
参照により組み込まれる任意の開示にも洗われ得る、本明細書で明示的に採用される用語
には、本明細書で開示する特定の概念に最も一致する意味を与えるべきことを理解された
い。
【００４１】
　次に、以下の各図を具体的に参照して、本明細書に記載される技術の様々な非限定的な
実施形態について説明する。各図は必ずしも一定の縮尺で描かれているとは限らないこと
を理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】眼の簡略図である。
【図２】本発明の１つの実施形態によるプルキニエシステムの撮像セクションおよびプロ
ービングセクションのレイアウトを示す図である。
【図３】本発明による、図２に見られる照明ビームおよび戻りビームを制御するためのデ
バイスのより詳細な図である。
【図４】本発明による、眼の表面を照明するために使用されるコリメートビームの詳細図
である。
【図５】本発明の１つの実施形態によるシステムの図を示すである。
【図６】本発明によるシャインプルーフシステムのモデルを示す図である。
【図７】本発明によるシャインプルーフシステムの代替図である。
【図８】本発明によるシャインプルーフシステムの第３の図である。
【図９】本発明の１つの実施形態によるプルキニエシステム内でのキャットアイ反射を示
す図である。
【図１０】本発明の１つの実施形態によるプルキニエシステム内での主軸化反射を示す図
である。
【図１１】本発明の１つの実施形態によるプルキニエシステム内での再帰性反射を示す図
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である。
【図１２】眼の構造に対する光線高さの詳細を示す眼の全般的な構造を示す図である。
【図１３】検出器上で見られるような単一の表面についてのプルキニエ反射を示す図であ
る。
【図１４】光線高さが測定されるスポットの重心を実証する図である。
【図１５】本発明による、照明ビームを示す図３のレイトレーシング図を示す図である。
【図１６】垂直／水平シャインプルーフカメラについてのゼマックス（Ｚｅｍａｘ）図で
ある。
【図１７】シャインプルーフカメラのＣＡＤモデルを示すである。
【図１８】本発明の１つの実施形態によるシャインプルーフシステムのＣＡＤモデルを示
す図である。
【図１９】本発明の１つの実施形態によるシャインプルーフシステムのさらなるＣＡＤモ
デルを示す図である。
【図２０】瞳孔カメラのゼマックスモデルを示す図である。
【図２１】スリットプロジェクタのゼマックスモデルを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　眼の１つまたは複数の構造をモデリングするための装置および方法について説明する。
モデリングは、眼の構造の形状および／またはロケーションを示すことができ、それらは
、対象の眼球構造の１つまたは複数のパラメータならびに対象の眼球構造に先行する構造
の１つまたは複数のパラメータを判断するための光学的方法を使用して判断することがで
きる。１つまたは複数のパラメータは、形状、厚み、距離および屈折率を含み得る。
【００４４】
　対象の眼球構造の形状、厚みおよび／または屈折率のうちのいずれか１つの測定は、測
定技法によって採用された光が対象構造に先行する任意の眼球構造を通過する際に経験す
る方向変化にある程度まで依存し得る。したがって、本技術の１つの態様によれば、眼球
構造の形状、厚みおよび／または屈折率の測定は、その構造の他のパラメータに対する測
定値の依存、ならびに、先行する構造のパラメータのうちのいずれか対する測定値の依存
を考慮するように補正することができる。
【００４５】
　次に、前述の技術の態様ならびにさらなる態様についてより詳細に説明する。これらの
態様は、前述の技術がこの点には限定されないので、個別に、全て一緒に、または２つ以
上の任意の組合せで使用することができる。
【００４６】
　上述のように、本明細書に記載する技術の１つの態様にしたがって、眼球構造の形状お
よびロケーションを判断することができ、それにより、眼の正確なモデルを作ることがで
きる。眼球構造は、角膜、水晶体、網膜、または任意の他の対象構造を含むことができる
。構造の形状およびロケーションは、形状、厚みおよび屈折率を含む１つまたは複数のパ
ラメータの直接測定によって判断することができ、次いで、測定された構造の他のパラメ
ータに対する依存または眼の中の他の構造の任意のパラメータに対する依存を考慮するよ
うに、任意の測定の補正を実行することができる。次に、図１に関する例について説明す
る。
【００４７】
　図１に、角膜１０２、水晶体１０４および網膜１０６を含む、眼１００の簡略図を提供
する。これらの構造は、光が入る眼の前面１０８と眼の背面１１０との間に配列される。
角膜１０２と水晶体１０４との間には一定量の房水１１１がある。水晶体１０４と網膜１
０６との間には一定量の硝子体１１２がある。例示を目的として、眼１００は簡略化され
ており、その眼は、典型的には、図１に示されているフィーチャよりも多くのフィーチャ
を含むことを理解されたい。
【００４８】
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　対象構造は、完全な構造（例えば、水晶体）または表面（例えば、水晶体の前方）とす
ることができ、パラメータは、対象構造の形状、厚みまたは屈折率とすることができる。
これらの３つのパラメータのうちのいずれかは、最終的な結果として、あるいは、他のパ
ラメータを判断するための手段として、あるいは両方の目的のための手段として、対象の
ものとすることができる。例えば、角膜の形状は、角膜をモデリングするための最終結果
として対象のものとすることができるが角膜の屈折率の判断を容易にすることもできる。
【００４９】
　上述のように、眼１００をモデリングすることは、角膜の前面１１４ａ、角膜の背面１
１４ｂなどのような、１つまたは複数の対象の表面の形状を判断することを伴うことがで
きる。トポグラフィ、例えば、シャインプルーフトポグラフィは、そのような表面の形状
を判断するために使用することができる１つの技法である。しかしながら、上述のように
、プルキニエ撮影、干渉法および／または光コヒーレンストモグラフィを含む他の方法を
使用することもできる。
【００５０】
　同じく上述したように、眼球構造のロケーションを提供するために眼１００をモデリン
グすることは、眼の中の様々な距離を判断することを伴うことができる。図示のように、
角膜１０２は、角膜の前面１１４ａと角膜の背面１１４ｂの間に厚みＴ１を有し、水晶体
１０４は、水晶体の前面１１６ａと水晶体の背面１１６ｂの間に厚みＴ２を有する。角膜
と水晶体とは、距離ｄ１（すなわち、水晶体の前面１１６ａから角膜の背面１１４ｂまで
の距離）だけ離隔している。網膜は、水晶体の背面１１６ｂから距離ｄ２だけ離隔してい
る。そのような距離は、本明細書で説明する様々な態様はこの点について限定しないので
、ＯＣＴまたは他の技法を使用して測定することができる。
【００５１】
　しかしながら、標準的なトポグラフィ技法および干渉法技法を使用して、眼球構造の形
状および距離を測定することができるが、そのような直接測定技法だけでは、完全には正
確な結果を生成することはできない。そのような測定技法によって採用される光は、眼球
構造の変動する屈折率（すなわち、角膜の屈折率ｎｌ、房水の屈折率ｎ２、水晶体の屈折
率ｎ３およびガラス状のゲルの屈折率ｎ４）によって引き起こされる方向変化を経験する
ことがあり、それにより、そのような方向変化が考慮されない場合には、結果が正確では
ないことがある。
【００５２】
　本発明の１つの実施形態では、眼球パラメータの測定値を取得するために、図２に示さ
れている撮像素子のような改良型プルキニエ撮像素子が使用される。図２に示すように、
光軸上に配置されたミラーを照明するために、コリメート光源からの照明ビームがシステ
ムへと照射される。図２に示すようなこれらのミラー２１０は、ロッドミラーである。し
かしながら、それらは、そのように制限されるものではなく、ミラーまたはガラスコーン
（アキシコン）を有するプリズム、またはそれらを有さない（全内部反射を利用する）プ
リズムの組合せを含む任意の反射要素をも含み得ることが理解されよう。ただし、屈折プ
リズムおよびガラスアキシコンは不要な固有収差をもたらし得るが、平坦なミラーは収差
を生じないことが理解されよう。ロッドミラー２１０の照明は、ビームスプリッター２０
５を使用して達成することができる。
【００５３】
　光源から光線がミラー２１０に当たると、これらの光線は次いで、光線が経線上の平坦
なミラー２０９のシステムに方向づけられるように反射される。ミラー２０９、２１０の
組合せを本明細書ではミリコン（Ｍｉｒｒｉｃｏｎ）２０６と呼ぶ。ミリコン２０６は、
コリメートビームをオフアクシスして眼を照明するようにも構成され、また、テレセント
リック光学システムまたはアーム２００と連携して機能するプルキニエ反射を撮像するよ
うにも構成される。ミリコンは、対向するビームからのプルキニエ反射の分離角を低減さ
せ、それにより、テレセントリックシステムの固有収差が低減されるように、プルキニエ
反射をテレセントリックシステムに送達することができる。
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【００５４】
　ミラー２０９は、光軸の両側にあるミラー２１０に関してある角度で配向されている。
次いで、光線は、ミラー２０９から眼２０８に向かって、特定の反射角で指向的に反射さ
れるが、特定の反射角は、プルキニエ反射が、画像中に存在し、混雑した群で反射が分解
可能なように十分な大きさだけ互いから離隔するように選択される。また、ビームのオフ
アクシス角の最適値は、被験者の眼の生物統計学に依存することが理解されよう。ビーム
角のさらなる詳細を図３に関して提供する。
【００５５】
　照明ビームがミリコン２０６に、したがって眼２０８に照射された後、戻り光は、テレ
セントリック撮像アーム２００まで通過する。テレセントリック撮像アーム２００は、コ
リメートレンズ２０４と、撮像レンズ２０２と、テレセントリック開口絞り２０３と、検
出器２０１とを含む４つの主要な構成要素を備え、電荷結合デバイス（ＣＣＤ）または他
のカメラとすることができる。テレセントリック撮像アームは、検出器にプルキニエ反射
を送達する。レンズ２０２および２０４とテレセントリックストップアパーチャとの組合
せは、システムの光軸に対して平行ではない光線が検出器２０１に当たっている場合には
その光線を遮断するように作用する。
【００５６】
　ミリコン２０６の機械学については、図３でさらに詳細に説明する。ミリコンは、本発
明によるプルキニエ撮像素子のためのビーム制御ユニットである。コヒーレントなレーザ
ー光または非コヒーレントなＬＥＤ光のいずれかが、ロッドミラー２１０の左側または右
側から入ることができる。図３に示すように、これらのロッドミラーは、４５度ロッドミ
ラーである。ロッドミラー間にはギャップ３０１があり、光の一部分をミラー間で直接的
にパスできるようにする。また、反射した光は、ロッドミラー２１０から跳ねて、経線ビ
ーム制御ミラー２０９に入る。これらのビーム制御ミラーは次いで、入力ビーム角３０２
を生成するように反射した光を改変する。この入力ビーム角は、０～９０度に及ぶことが
あり、最終的な入力ビーム角が規定された範囲内のあるとすると、ロッドミラーとビーム
制御角との任意の組合せによって生成され得る。器具の光軸の両側に、ロッドミラー２１
０と経線ビーム制御ミラーとが配設される。
【００５７】
　当該の表面の照明は、コヒーレントなレーザー光、部分的にコヒーレントなＬＥＤ光ま
たは非コヒーレントなブロードバンド光源である任意のタイプの任意の波長のビームを用
いて行うことができる。媒質の分散が検出器上のスポットのスペクトルぼけにならないよ
うに、帯域幅のうち最も狭いものを使用することが望ましい。
【００５８】
　このコリメートビームの操作は、多くの可能な手段、指向ビーム、アキシコンによる屈
折ビーム、またはミラーの配列による反射ビームによって行うことができる。ミラーソリ
ューションは、アキシコンが誘起するときに分散または光学収差を誘起しないので、特に
重要である。また、照明ビームの直径を小さくすることにより、光源強度を節約すること
が可能になり、テレセントリック撮像アームは、物理的に、より小さい光学素子を使用す
ることが可能になる。
【００５９】
　図１５は、本明細書ではミリコンと呼ばれるミラービーム制御の図である。単一の経線
について、任意の角度構成を有することができるが、位置合わせが簡単な４つのミラー１
および２が使用される。中央のミラー２は、１０～８０度のロッドミラーとすることがで
き、外側のミラー１は、必要なプローブビームの角７を生成する制御ミラーである。これ
らのミラーは、光軸４に関して互いに厳密な、対向する角度を有することができる。
【００６０】
　２つの内部ミラー５の間の間隔は、主軸化ビームの進入およびリターンを可能にするの
に十分な大きさでなければならず、これは、もちろん、測定されている光学システム３の
構成に依存する。２つの外側のミラー６の間の間隔は、光学システムへの距離と、ミラー
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６が表面をプローブする角度と依存する。ただし、逆もまた真であり、間隔距離は、設定
された距離のままにすることができ、光学システムは、プローブ範囲内でなければならな
い。間隔が広いと、機械部品または光学部品とのいかなる干渉のリスクも低減されるので
、間隔には大きい値が適していることを留意されたい。ミラーの直径は、どのような直径
が必要とされようとも設計することができるが、内側のミラーの直径は、プローブビーム
の直径を判断する。常に、ミラーの位置および角度は、３つのタイプの反射の状態が有効
である場合には、光軸を中心として対称に回転可能でなければならない。
【００６１】
　好ましい実施形態では、図４に示すように、眼を照明するために、５つの幅広のコリメ
ートビーム、すなわち、垂直経線（ＶＭ）のＢ１およびＢ３と、水平経線（ＨＭ）にＢ２
およびＢ４と、中央のＢ０が使用される。これらの５つのビームを使用すると、必要とさ
れるパラメータを同時に判断することが可能になる。背面反射光は、同じ５つのチャネル
、Ｃ１およびＣ２はＶＭを、Ｃ３およびＣ４はＨＭを、Ｃ０は中央を通って撮像される。
単一の表面から複数の反射があるが、そのうちの少なくとも４つについて以下に説明する
。これらの４つの反射は、背面反射の主要なタイプ、すなわち、
１）　再帰性反射ＲＥＴ（光は、同じチャネルを通って戻る）
２）　キャットアイ反射ＣＡＴ（光は、対向するチャネルを通って戻る）
３）ａ　内側主軸化反射ＡＸ（光は、中央チャネルに入り、外側チャネルを通って戻る）
３）ｂ　外側主軸化反射ＡＸ（光は、外側チャネルに入り、中央チャネルを通って戻る）
４）　斜め反射ＯＢ（光は、斜め経線から反射し、垂直チャネルから通って水平方向チャ
ネルの１つに入り、その逆も同様である）
である。
【００６２】
　図４の２次元図面で水平経線を示すことは可能でないが、この図は、３つの照明ビーム
Ｂ０、Ｂ１およびＢ２と、対応する３つの撮像チャネルＣ０、Ｃ１およびＣ３とともに垂
直経線を示すことを理解されよう。中央のチャネルＣ０に登録された５つの背面反射（全
てＡＸである）があるが、Ｂ１から０、１とＢ３から１’との３つのみが示されている。
また、チャネルＣ１は５つの反射を有するが、例示を目的として、Ｂ３、２からのＣＡＴ
と、Ｂ０、３からのＡＸと、Ｂ１、４からのＲＥＴと、Ｂ４、５からのＯＢとの４つのみ
が示されており、ビームＢ４は、ＨＭの両方において、チャネルＣ４に沿って通る。同様
に、チャネルＣ３は５つの反射を有するが、垂直方向に沿ったＢ１、２’からのＣＡＴと
、Ｂ０、３’からのＡＸと、Ｂ３、４’からのＲＥＴとの３つのみが示されており、残り
の２つの反射は、Ｂ２およびＢ４から来るＯＢタイプのものある。チャネルＣ４は、５つ
の反射を有するが、１つのみ、すなわち、Ｂ１、５’’からのＯＢのみが示されている。
全ての５つのチャネルが各々５つの反射を有するので、合計で２５個の反射が、測定に利
用可能である。反射１と反射３はそれぞれ、内側ＡＸ反射と外側ＡＸ反射と区別すること
ができる。これらの反射の組合せは、光学表面プロパティを判断し測定する際に使用する
ことができることを理解されよう。上述の構造の組合せは、様々なタイプの反射を測定し
、個々に複数の測定値を取得する必要なしに単一のパスにおいて表面を再構成する能力を
提供する。
【００６３】
　図９～図１１に、プルキニエシステム内の背面反射の３つの異なるタイプを示し、１か
らのコリメート光源（場合によっては赤外光源）は、ロッドミラー２を照明する。光線は
次いで、ロッドミラーによって反射され、ミリコンミラー３に進み、特定の角度で眼４に
向かって再び反射される。図９はキャットアイ反射を示し、図１０は主軸化反射を示し、
図１１は再帰性反射を示す。
【００６４】
　キャットアイ反射は、表面の頂点からであり、反対側のミラーを介して最初に照明され
たミラーに戻る。キャットアイ反射は、その光軸に沿ってミリコンに関して特徴づけられ
るべき表面の頂点の位置をアンカリングするための主要な目的をはたす。角膜前面の場合
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、キャット反射は、ミリコンに関する眼の位置を与え、以下の表面のキャットアイ反射は
、対応する媒質と屈折率と関連する中央（軸）厚み値に関する情報を与える。
【００６５】
　再帰性反射は、表面の特定のゾーンがビームに垂直を現れ、照明された同じ経路によっ
て、それ自体が反射して戻ったときに生じる。主軸化反射は、反射角が器具の光軸に対し
て平行にミラーに戻り、ロッドミラーの間のギャップを通過するようなゾーンで入射する
。主軸化反射は、逆方向にも作用する、すなわち、問題の表面は、ロッドミラーの間のギ
ャップを介して照明され、ミラーを介して、それらがミラーから照明されたときと同じ角
度および位置において戻ることが理解されよう。再帰性反射および主軸化反射は、眼の表
面の曲率、屈折率および間隔に関する情報に関係する。これらの反射の主要な原理は、光
線が、ミラーを介してかまたは直接的にモデリングすべき眼の表面を当たったとき、光線
が、ミラーを介してかまたは直接的に戻り、図２のテレセントリックアーム２００上に進
むことになる。
【００６６】
　図１２に、眼の全般的構造とこの構造を判断する際に使用される関係する測定値それら
の光学パラメータについて概略的に示す。これらは、角膜前部１、角膜後部、２、虹彩３
、水晶体前部４および水晶体後部５である。図５に示されている。光学表面パラメータを
効果的に判断するために、上述の光線の高さが必要とされる。これらは、図１２に示され
るように
　レトロ反射のＨｒｅｔ高さ、６、
　外側主軸化反射の高さＨａｘｉ　ｏｕｔ、７、
　キャットアイ反射の高さＨｃａｒ、８、
　内側主軸化反射の高さＨａｘｉ　ｉｎ、９、
　レトロ反射ビーム、１０
　主軸化反射ビーム、１１、
　キャットアイ反射ビーム、１２、
　主軸化反射ビーム、１３、
　器具の光軸、１４
　θｂｅａｍ入力ビーム角、１５
を含む。
【００６７】
　上記システムおよび方法を使用すると、これらの測定値を取得し、様々な対象構造のパ
ラメータを判断するために測定値を使用することができる。任意の眼球表面のプロパティ
を判断する際に重要であるが、各タイプの反射がビーム平面を当たる場所で測定すること
が必要である（例えば、図１２の１７）。次いで、これは、テレセントリックシステムと
共役し、器具の機能的な使用と手に対する検出器のサイズとに合わせて必要に応じて拡大
される。図１３は、単一の表面についての例示的な画像を示しており、各タイプのプルキ
ニエ反射のロケーションを表しているが、そこから、反射の関連する高さを検出器で測定
することができる。図１４に、これらのプルキニエ反射の拡大図を示し、高さを正確に判
断するためプルキニエ反射の中心を見つける必要がある。これらの重心の判断は、しきい
値のスポットの曲線適合かまたは重み付き平均のいずれかに対して作用する。曲線適合の
しきい値は、第２の表面反射への干渉をなくすまたは最小限に抑えることができる輝度レ
ベルに設定される。さらに、重心はそのスポットの外周の中心である。このシナリオでは
、第２の重複スポットは合成スポットの重力の中心まで重心をシフトするので、重み付き
平均は作用しない。重複スポットは、表面の間の厚みが少ないときに生じる。
【００６８】
　角膜前部の半径ｒｃを判断する例示的な方法では、例えば、図２～図４の光線反射技法
を使用して判断される図１２の測定値６～１５に基づいて、以下の式を実装することがで
きる。代替的には、さらなる経線を考慮に入れるために、最適化アルゴリズムを使用して
もよいことが理解されよう。
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【００６９】
　第１のステップとして、角膜前部の半径を計算する。ビーム高さは、検出器２０１、例
えば、図１４で見られる重心で見たときに、それぞれの反射からの反射の重心の間の間隔
の距離から回復される。角膜前部の曲率は、複数の方法で計算することができる。
【数１】

【００７０】
　角膜のこれらの計算と上記の詳細とを使用すると、次いで、中心角膜厚（ＣＣＴ）を判
断するために、レイトレーシングの式を使用することができる。

【数２】

式中、
【数３】

【００７１】
　項ｎｃｏｍは分からないので、ｎｃｏｍとＣＣＴとを発見するために、反復解を判断す
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ることが必要である。
【００７２】
　ＯＣＴから取得されたＣＣＴのタイムオブフライト測定（τ）と以下の式の解によりＣ
ＣＴが得られ、以下の式を使用してｎｃｏｍを求める。
【数４】

【００７３】
　図５１２のコンベンションについて上記式を解く。光線が下面から入る場合、サインコ
ンベンションを保持するために、式にはわずかな修正が必要になる。
 
【００７４】
　その後、任意の表面の特性を判断する際に、各連続表面は、そのそれぞれのインデック
スと曲率と次の表面まで距離とについて特徴づけられた先行する表面を有する。距離は、
ビーム角と、計算された角膜前部の曲率と、内部構造の反射の高さと、ビームが横切る媒
質の屈折率との間の関係から判断することができる。屈折率は、タイムオブフライト測定
から回復することができる。代替的には、水晶体（空気および房水）の前後の媒質が固定
の屈折率を有し、角膜と水晶体（房水）との間の屈折率も固定されているならば、反射の
輝度差により、屈折率とビームの角度によって計算されるビームの入射角とビーム高さと
２つの異なる表面の曲率半径との関数であるフレネルの式を用いて、屈折率を導出するこ
とができるようになる。屈折率は波長の関数であるので、特定の波長の光源を使用した場
合の屈折率の変化を計算するために分散曲線が使用される。屈折率を判断する際の別の代
替は、キャットアイ反射および再帰性反射とともに主軸化斜め反射を使用し、次いで、曲
率半径と厚みと屈折率と同時に求めることに基づき得る。
【００７５】
　次の表面の曲率を判断する際には、以下のステップを実装することができる。これらの
式は、眼の光学システムの再構成された部分を通る所与の経線におけるレイトレーシング
に特有あることが理解されよう。
１．次の表面のプルキニエ反射を識別する
２．再帰性反射の高さを測定する
３．ｙ、ｚ、θｒ、既知のｒｃ、およびｎを発見する
４．θｂｅａｍがηｂｅａｍであり、Ｈｒｅｔがｙであり、ｚがＣＣＴ－ｘである場合、
式（１）を適用する。

【数５】

【００７６】
　次いで、この手法を使用して、光学システムの各連続表面の半径、厚みおよび屈折率を
判断することができる。これらの式は、眼の選択された表面の（光線と、場合によっては
非球面性とを含む）未知の形状パラメータのソリューションを提供する経線上のレイトレ
ーシングを記述するものであることが理解されよう。代替的には、レイトレーシングは、
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測定された眼のパラメータを再構成するために使用することができる。
【００７７】
　当該の光学システムの他の経線のプロパティを判断するためには、器具の光軸となる可
能性が最も高い軸を中心としてプローブビームを回転させるだけでよい。代替的には、表
面（円筒形）のバイコニック値を判断するための経線の最小数は、垂直方向、水平方向、
±４５°の３つである。また、これらはそれ自身で回転することができ、したがって、検
出器には、スポットの３つの回転する線が現れる。同時にプローブする経線の数は、ミリ
コンに関係するシステムの力学によってのみ制限される。アキシコンは、スポットの代わ
りにリングのセットをもたらし、次いで、経線の数は、無制限はでない場合、検出器の解
像度によって制限される。
【００７８】
　当該の表面の非球面性を判断するためには、同じ経線のプローブビームの様々な角度を
使用しなければならない。次いで、これにより、曲線に沿ったより多くの点の局所半径が
求められ、次いでより高い歳差値ｑが求められる。言うまでもなく、単一角度のプローブ
ビームは同じタスクを完了することができないが、複数の角度プローブビームがより高い
精度で結果を生じるほどは信頼できない。一連の考えに沿って、回転しているミリコンと
協調するミリコンの様々な角度の組合せは、表面の非球面性および円筒形を判断すること
ができる。
【００７９】
　また、眼球パラメータの判断のために、シャインプルーフシステムを使用することがで
きる。典型的には、標準的な構成では、シャインプルーフシステムは、大きい視野および
より大きい曲率を提供するために大きい入射ビーム角を使用して、眼の前房の、詳細には
、角膜の前面の診断の可能性を可能にする。シャインプルーフ光学システムは、オブジェ
クトの平面とカメラレンズシステムの主平面と画像平面とが共通の軸で交差するシャイン
プルーフ原理に準拠する。２つ以上の経線を取得するために、従来の器具が回転され、そ
れにより、可動式部品が必要となる。大きい入射ビーム角および大きい曲率は、精度を損
なうことなく、この移動を容易にする。
【００８０】
　図６、図７および図８に示すように、本発明のシャインプルーフシステムは、眼の中に
より深く貫入することを容易にするために、より小さい入射ビーム角を提供する。図６に
、本発明によるデュアルアームシャインプルーフシステムの底面図（左側）と平面図（右
側）とを示す。第１のアーム１は眼の垂直経線を撮像し、第２のアーム２は眼の水平経線
の撮像を行う。両方のアームは、同じ検出器３の垂直経線および水平経線の画像を送達す
る。図７に、光学機械式システム、詳細には、２つの狭ビームを発生する光源ユニット１
を含んでいる照明ユニットの詳細図を示す。ビームスプリッター３、４と連携するリレー
レンズユニット２は、垂直経線および水平経線について、眼への照明を送達する。ビーム
スプリッター４の前に配置される被験者の眼は、２つの狭ビームによって照明される。
【００８１】
　単一の狭ビームを使用する従来のシャインプルーフシステムとは対照的に、（２つのビ
ームを形成する）十字線光源が、図７に示されているユニット１中に実装される。２つの
シャインプルーフアームを使用して、２つ以上の経線から、光線を同じ検出器に収束させ
る。２つ以上の経線から光線を同じ検出器に収束させることによって、器具を回転する必
要がなくなる。さらに、アイトラッカーの使用は、器具に対する眼の中心化を支援するの
で、（図８に瞳孔カメラユニット１として概略的に示した）検出器の軸上でのアイトラッ
カーの統合により、２つ以上のカメラまたは検出器の必要もなくなる。アイトラッカーを
用いて取得した画像は、眼の瞳孔の中心に対する（垂直経線および水平経線における）２
つの狭ビームの相対位置に関する情報を提供する。
【００８２】
　図８に示すように、十字線光源は、垂直スリットおよび水平スリットをそれぞれ含む２
つのチャネル２とチャネル３とを組み合わせることによって作製することができる。これ
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らのスリットは、（図７の）光学機械式ユニットによって角膜に投影される非常に狭いビ
ームを形成するのに役立つ。ペリクルビームスプリッターまたは平行板ビームスプリッタ
ー４とすることができるビームスプリッター３は、瞳孔カメラ（アイトラッカー）ビーム
と照明（スプリッター３）ビームとを分割するように構成され、垂直スリット照明ビーム
および水平スリット照明ビームのバンドリングのために構成される（ビームスプリッター
４）。スリット照明ビームの使用は、図８のチャネル（２）および（３）の光源を同期さ
せることによって、短い時間期間内に（または同時に）、細線を２つの直交する方向に投
影することを可能にする。光源は、必要に応じて同時にまたは交互に眼の２つの経線の画
像を取得することができるようにパルス化することができる。
【００８３】
　本発明のシステムでは、
ａ）　４０度未満の入射ビーム角が使用される。この入射ビーム角は、シャインプルーフ
光学素子の軸と眼の軸との間の角度である。この角度が狭いことにより、眼が拡がってい
ない場合であっても、水晶体の前面および背面が可視であり、測定可能になる結果となる
。入射ビームのこの角度は、水晶体後部の曲率を使用することを可能にし、次いで、この
データは、水晶体の前の組織の光学特性を考慮することによって真の水晶体後部の曲率を
取得するために、上記で概説した式を使用して再反復的に使用されることが理解されよう
。
ｂ）　得られた切断ビーム高さは、ビームの縁部が可視であり、トレース可能であること
と、人間の眼の光学構造を再構築するための取り組みにおける照明ビームの周辺光線また
は輪帯光線のレイトレーシングための基礎として、眼球組織を通る光の経路を研究し使用
することができることとを保証する。
ｃ）　ｂ）を目的として、多様な点線のスリット（例えば、破線のような調整可能な長さ
またはセグメント化構造をもつスリット）構成で構成されるスリットビームを使用しても
よい。眼が合焦することができる点滅光を含むことができる可視または不可視の固定ター
ゲットを使用すると、眼の中心を通って画像が撮影されるので、視軸の正確な判断が可能
になる。この固定ターゲットは、光源スリットの実際の設計に組み込むことができ、それ
により、ビームの中心は、線（点線または破線）の中央のドットからなり、ビームスプリ
ッターを使用する際に接合される。
ｄ）　パターン化された光源と複数のアームからキャプチャする単一の検出器（単一のＣ
ＣＤ）との組合せは、オーバーレイエラーを生じない。
【００８４】
　記載した本発明の構成は、マルチアームまたはデュアルアームのシャインプルーフシス
テムを使用し、それにより、短い時間期間内に（または同時に）同じセンサチップまたは
複数のセンサチップ上で、眼の複数の、例えば２つの直交する経線の画像を取得すること
が可能になる。
【００８５】
　このシステムのさらなる特徴は、以下を含む。
・マルチシャインプルーフシステムまたはデュアルシャインプルーフシステムは、短い時
間期間内に（または同時に）同じセンサチップまたは複数のセンサチップ上で、眼の複数
の（例えば、２つの直交する、あるいは２度以上９０度未満の）経線の画像を得ることを
可能にする。
・４０度未満の浅いシャインプルーフ角度（シャインプルーフ光学素子の軸と眼の軸との
間の角度）。この事実の結果として、眼が拡がっていなくても、水晶体の前面および背面
は、可視になり、測定可能になる。
・短い時間期間内に（または同時に）、２つの直交する細線、または９０度未満離れてい
る３つ以上の方向の細線を投影することが可能なスリット照明プロジェクト
・全ての３つのチャネル（２つのシャインプルーフとオンアクシスアイトラッキング）を
別個にトリガーし、スリット照明プロジェクタを用いて同期させることが可能なトリガー
回路
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【００８６】
　図１６および図１７に、シャインプルーフカメラの異なるモデルを示す。
【００８７】
　図１８に、本発明によるシャインプルーフシステムの１つの実施形態を示す。光学素子
２によって角膜上に投影されるスリット１。瞳孔カメラのビームと照明光学素子のビーム
とを分割するために使用するビームスプリッター３、垂直スリット照明のビームと水平ス
リット照明のビームのバンドリングのために使用するビームスプリッター４。
【００８８】
　本出願は、単一のＣＣＤチップにより同時に角膜と水晶体との２つの断面の回復が可能
になるリアルデュアル（２つの経線の間の９０度以下の角度）シャインプルーフシステム
を開示する。
【００８９】
　上述のシステムのさらなる改良では、記録される測定値の精度を改善するために、Ａ位
相ＯＣＴを単一のソリューションに結合することができる。上記計算において使用される
軸長さを取得するために、Ａ位相ＯＣＴを、上述のシャインプルーフまたはプルキニエシ
ステムに別々に使用することができることが理解されよう。
【００９０】
　上記で概説したシャインプルーフおよびプルキニエシステムの代替としては、眼の正確
な３次元モデルに必要な関連測定を行うために、Ｂ位相ＯＣＴを使用してもよい。
【００９１】
　本明細書は、本発明の背景技術に記載した目的を達成するためのソフトウェア方法およ
びハードウェア方法について記載する。同様の結果をもたらすために、光コヒーレンスト
モグラフィ、鏡面干渉法および第２高調波撮像のようないくつかの代替光技法を採用して
もよい。また、屈折率へのデータプロキシは、高周波超音波および各種放射線法（コンピ
ュータ断層撮影および磁気共鳴撮影）等の非光学方法を使用して取得することができる。
【００９２】
　上記のデバイスのキャプチャおよび分析を可能するユニバーサルソフトウェアが開示さ
れる。そのようなソフトウェアの必要条件は、ａ）先行する表面からの光学的歪みの補正
、ｂ）別の波長の別の光学測定値を使用して、または同様の波長の別の光学測定値と比較
した曲率または距離における矛盾を解決することによって、眼球組織の分散曲線からの屈
折率の回復、ｃ）曲率の平均化能力、ｄ）上記の出力パラメータを使用して効果的なレン
ズ位置のような内部眼球パラメータを計算することを含む。
【００９３】
　したがって、本明細書で説明する様々な手法は、例えば水晶体インプラントを含む、レ
ンズ設計のために使用することができることを理解されたい。これらの手法は、限定する
ものではないが、平面、凸面、凹面、多焦点（屈折性、回折性など）、円環状、調節、プ
リズム、マルチレンズ構成、可変曲率（例えば、非球面）、有水晶体眼内レンズ、光調整
可能レンズ、または列挙したものの任意の組合せを含む様々な種類のレンズの設計に適用
しうる。
【００９４】
　さらに、本明細書に記載する１つまたは複数の手法は、様々な種類の手術の計画または
実施の文脈で使用することができる。そのような手術には、限定するものではないが、角
膜／屈折矯正手術、水晶体手術、および網膜手術が含まれ得る。様々な種類の屈折矯正手
術には、限定するものではないが、近視、遠視、および老眼のＬＡＳＩＫ、ＬＡＳＥＫ、
またはＰＲＫ、伝導式角膜形成術、放射状角膜切開術、あるいはこれらの組合せを含まれ
得る。
【００９５】
　上述の様々な態様は、人間の眼に限定されるものではなく、むしろ、人間の眼または任
意の他の動物を含むあらゆる種類の眼に適用され得ることを理解されたい。さらに、様々
な態様は、眼の構造および眼のインプラントに関係するものとして説明してきたが、これ
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らの手法は、眼鏡、コンタクトレンズ、または眼のために使用される他の要素のようなさ
らなる要素にも当てはまることを理解されたい。
【００９６】
　先に述べたように、任意の数の眼の内部の対象構造のモデルを形成するために、上述し
た方法および装置を使用し得ることを理解されたい。例えば、いくつかの実施形態によれ
ば、眼の完全なモデルを形成することができる。他の実施形態では、単一構造（例えば、
水晶体、または水晶体の表面）のモデルを形成することができる。さらに他の実施形態で
は、１つの構造の単一の対象のパラメータを決定するために、上述した方法および／また
は装置を使用することができる。
【００９７】
　したがって、他の行為も実行されるか否かにかかわらず、いくつかの適用例について上
述の方法の個々の行為を使用することができる。
【００９８】
　本技術の上述の実施形態は、多数の方法のいずれかで実装することができる。例えば、
これらの実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、またはこれらの組合せを使用して実
装することができる。ソフトウェアで実装される場合、ソフトウェアのコードは、単一の
コンピュータにおいて提供されるか、あるいは、多数のコンピュータ中に分散されるかに
かかわらず、任意の好適なプロセッサ上またはプロセッサの集合上で実行することができ
る。上述の機能を実行する任意の構成要素または構成要素の集合は、一般的には、上述し
た機能を制御する１つまたは複数のコントローラとみなすことができることを理解された
い。１つまたは複数のコントローラは、例えば、専用ハードウェアによって、または先に
列挙した機能を実行するためにマイクロコードまたはソフトウェアを使用してプログラム
された汎用ハードウェア（例えば１つまたは複数のプロセッサ）によって、多数の方法で
実装することができる。この点に関して、本技術の実施形態の１つの実装形態は、プロセ
ッサ上で実行された場合に、本技術の実施形態の上述の機能を実行するコンピュータプロ
グラム（すなわち、複数の命令）でコード化された少なくとも１つのコンピュータ可読記
憶媒体（例えば、コンピュータメモリ、フロッピー（登録商標）ディスク、コンパクトデ
ィスク、テープ、フラッシュドライブなど）を備えることを理解されたい。コンピュータ
可読記憶媒体は、本明細書で論じた本技術の態様を実装するために、そこに記憶されたプ
ログラムを任意のコンピュータリソース上にロードすることができるように、持ち運び可
能とすることができる。さらに、実行されたときに上述した機能を実行するコンピュータ
プログラムへの言及は、ホストコンピュータ上で実行するアプリケーションプログラムに
限定されるものではないことを理解されたい。むしろ、コンピュータプログラムという用
語は、本明細書では、本技術の上述の態様を実装するようにプロセッサをプログラムする
ために採用することができる任意のタイプのコンピュータコード（例えば、ソフトウェア
またはマイクロコード）に言及する包括的な意味で使用される。
【００９９】
　本明細書では、本発明の様々な実施形態について説明し、図示してきたが、当業者には
、機能を実施し、ならびに／あるいは、本明細書に記載した結果および／または１つまた
は複数の利点を取得するための種々の他の手段および／または構造を容易に想定され、ま
た、そのような変形形態および／または修正形態の各々は、本明細書に記載した本発明の
実施形態の範囲に含まれるとみなされる。当業者ならば、ルーチンな実験だけを使用して
、本明細書に記載した本発明の特定の実施形態の多くの均等物を認識する、または確認す
るであろう。したがって、前述の実施形態は単に例として示されており、添付の特許請求
の範囲およびその均等物内において、具体的に説明し、特許請求したものとは異なるよう
に本発明の実施形態を実施できることを理解されたい。本技術の発明の実施形態は、本明
細書に記載したそれぞれ個別のフィーチャ、システム、物品、材料、キット、および／ま
たは方法を対象とする。さらに、そのような特性、システム、物品、材料、キット、およ
び／または方法が相互に矛盾しない場合、そのような特性、システム、物品、材料、キッ
ト、および／または方法の２つ以上の任意の組合せは、本開示の発明の範囲内に含まれる
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。本明細書で定義され使用される全ての定義は、辞書の定義、参照により組み込まれる文
書における定義、および／または定義された用語の通常の意味を支配するものと理解すべ
きである。本明細書および特許請求の範囲の中で用いられる「１つの（「ａ」および「ａ
ｎ」）」は、別段の記載が明示されていない限り、「少なくとも１つの（ａｔ　ｌｅａｓ
ｔ　ｏｎｅ）」を意味するものと理解すべきである。本明細書および特許請求の範囲で使
用される場合、「および／または（ａｎｄ／ｏｒ）」という語句は、それによって結合さ
れるエレメントの「いずれか、または両方」を意味する、すなわち、ある場合には接続的
表現であり、他の場合には離接的表現であるエレメントを意味するものと理解されたい。
「および／または」を用いて列挙された多数のエレメントは、同様に解釈すべきであり、
すなわち、それによって結合されるエレメントの「１つまたは複数」と解釈すべきである
。「および／または」節によって具体的に特定されるエレメント以外の他のエレメントが
、具体的に特定されるそれらのエレメントに関連するか関連しないかにかかわらず、任意
選択で存在し得る。したがって、非限定的な例として、「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ
）」のようなオープンエンドの言葉と連携して使用するとき「Ａおよび／またはＢ」への
言及は、１つの実施形態では、Ａのみ（Ｂ以外の要素を任意選択で含む）を表すことがで
き、別の実施形態では、Ｂのみ（Ａ以外の要素を任意選択で含む）を表すことができ、さ
らに別の実施形態では、ＡとＢの両方（他のエレメントを任意選択で含む）を表すことが
できる。本明細書および特許請求の範囲で使用される場合、「または（ｏｒ）」は、先に
定義した「および／または」と同様の意味を有するものと理解すべきである。例えば、リ
ストの中の項目を分けるとき、「または」または「および／または」は、包括的なものと
して解釈する、すなわち、複数のエレメントまたはエレメントのリストの、任意選択で追
加の列挙されていない項目の少なくとも１つを含める者として解釈すべきである。「のう
ちのただ１つ（ｏｎｌｙ　ｏｎｅ　ｏｆ））」または「のうちの正確に１つ（ｅｘａｃｔ
ｌｙ　ｏｎｅ　ｏｆ）」、あるいは特許請求の範囲で使用されるとき「からなる（ｃｏｎ
ｓｉｓｔｉｎｇ　ｏｆ）」のように異なるように明確に指示された用語のみが、複数のエ
レメントまたはエレメントのリストのうちの正確な１つのエレメントを含むものを指す。
一般に、本明細書で使用される場合、「または」という用語は、「いずれか（ｅｉｔｈｅ
ｒ）」、「のうちの１つ（ｏｎｅ　ｏｆ）」、「のうちのただ１つ」、または「のうちの
正確に１つ」のような排他的な用語が先行するとき、排他的な選択肢（すなわち、「一方
または他方であるが、両方ではない（ｏｎｅ　ｏｒ　ｔｈｅ　ｏｔｈｅｒ　ｂｕｔ　ｎｏ
ｔ　ｂｏｔｈ）」）を示すものとして解釈すべきである。特許請求の範囲で使用される場
合「基本的に・・・からなる（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　ｅｓｓｅｎｔｉａｌｌｙ　ｏｆ）
」は、特許法の分野で使用される場合の通常の意味を有するものとする。本明細書および
特許請求の範囲で使用される場合、列挙された１つまたは複数のエレメントへの言及にお
ける「少なくとも１つの」の語句は、エレメントのリスト内の任意の１つまたは複数のエ
レメントから選択される少なくとも１つのエレメントを意味するものと理解すべきである
が、エレメントのリスト内に具体的に挙げられたあらゆるエレメントのうちの少なくとも
１つを必ずしも含むものではなく、また、エレメントのリスト内の任意のエレメントのい
かなる組合せも排除するものでもない。また、この定義により、「少なくとも１つ」の語
句が言及するエレメントのリスト内で具体的に特定されるエレメント以外のエレメントは
、それが具体的に特定されるエレメントと関係するか関係しないかにかかわらず、任意選
択で存在し得るということが可能になる。したがって、非限定的な例として、「Ａおよび
Ｂのうちの少なくとも１つ（ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ　ｏｆ　Ａ　ａｎｄ　Ｂ）」（ま
たは等価的に、「ＡまたはＢのうちの少なくとも１つ（ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ　ｏｆ
　Ａ　ｏｒ　Ｂ）」、あるいは等価的に「Ａおよび／またはＢのうちの少なくとも１つ（
ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｏｎｅ　ｏｆ　Ａ　ａｎｄ／ｏｒ　Ｂ）」）は、１つの実施形態では
、少なくとも１つ（任意選択で２つ以上を含む）、Ｂが存在しない状態でのＡ（任意選択
でＢ以外のエレメントを含む）を指すことができ、別の実施形態で、少なくとも１つ（任
意選択で２つ以上を含む）、Ａが存在しない状態でＢ（任意選択でＡ以外のエレメントを
含む）を指すことができ、さらに別の実施形態では、少なくとも１つ（任意選択で２つ以
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上を含む）、Ａと、少なくとも１つ（任意選択で以上を含む）、Ｂと（任意選択で他のエ
レメントを含む）を指すことができる。また、別段の記載がない限り、請求項に記載され
た２つ以上のステップまたは行為を含む任意の方法では、その方法のステップまたは行為
の順序は、方法のステップまたは行為が列挙された順序に必ずしも限定されるものではな
いということを理解されたい。特許請求の範囲、ならびに上述の明細書では、「備える（
ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、「担持する（ｃａｒｒｙ
ｉｎｇ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ）」、「含んでいる（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ）」、
「伴う（ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ）」、「保持する（ｈｏｌｄｉｎｇ）」、「で構成される（
ｃｏｍｐｏｓｅｄ　ｏｆ）」）のような全ての移行句は、オープンエンドとして、すなわ
ち、限定的ではなく含むことを意味するものとして理解すべきである。米国特許庁特許検
査便覧セクション２１１１．０３に記載されるように、「からなる」および「基本的に、
・・・からなる」という移行句のみが、それぞれクローズドエンドまたはセミクローズド
エンドの移行句であるものとする。
【０１００】
　本発明に関して本明細書で使用されるとき「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ／ｃｏｍｐｒ
ｉｓｉｎｇ）」という語句および「有する／含む（ｈａｖｉｎｇ／ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）
」という語句は、記述された特徴、整数、ステップ、または構成要素の存在を明記するた
めに称されるが、１つまたは複数の他の特徴、整数、ステップ、構成要素、またはそれら
の群の存在または付加を排除するものではない。明解のために、別個の実施形態の文脈に
おいて記載した本発明のある特定の特徴は、単一の実施形態における組合せとして提供す
ることもできることが理解されよう。対照的に、簡潔のために、単一の実施形態の文脈に
おいて記載した本発明の様々な特徴を、単独で、または任意の適切なサブコンビネーショ
ンとして提供してもよい。

【図１】 【図２】
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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